
「スターワン取引総合規定」、「投資信託約款・規定集」および

「東京スターダイレクト取引規定」の改定について

下記の通り「スターワン取引総合規定」、「投資信託約款・規定集」および「東京スターダ

イレクト取引規定」を改定いたします。

なお、改定後の規定は本改定前よりお取引されているお客さまにも適用させていただ

きますのでよろしくお願いします。

１．改定日

2020 年 1 月 1 日（水）

２．改定内容

新旧対照表

■スターワン取引総合規定

スターワン取引総合規程

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 13 条（譲渡・

質入れの禁止）

（略）

第 14条（反社会的勢力と取引拒絶）

本口座は、第15条第4項(6)各号のい

ずれにも該当しない場合に利用する

ことができ、第15条第4項(6)各号の

一にでも該当する場合には、当行は

本口座の開設をお断りするものとし

ます。

（略）

第 17条（成年後見人等の届出）

1.利用者は、家庭裁判所の審判によ

り、補助、保佐または後見が開始さ

れた場合には、直ちに成年後見人等

の氏名その他必要な事項を、それを

証する書面を添えて当行所定の書面

によって届け出てください。預金者

の成年後見人等について、家庭裁判

所の審判により、補助・保佐・後見

が開始された場合も同様に届け出て

ください。

2.利用者は、任意後見契約に基づき

第 1 条（適用範囲）～第 13 条（譲

渡・質入れの禁止）

（略）

第 14条（反社会的勢力と取引拒絶）

本口座は、第15条第4項(5)各号のい

ずれにも該当しない場合に利用す

ることができ、第15条第4項(5)各号

の一にでも該当する場合には、当行

は本口座の開設をお断りするもの

とします。

（略）

第 17条（成年後見人等の届出）

1.利用者は、家庭裁判所の審判によ

り、補助、保佐または後見が開始さ

れた場合には、直ちに成年後見人等

の氏名その他必要な事項を、それを

証する書面を添えて当行所定の書

面によって届け出てください。

2.利用者は、任意後見契約に基づき

（変更）

（略）

（追加）



任意後見人を選任したときまたは家

庭裁判所の審判により任意後見監督

人の選任がなされた場合には、直ち

に任意後見人等の氏名その他必要な

事項を、それを証する書面を添えて

当行所定の書面によって届け出てく

ださい。

3.すでに補助、保佐、後見開始の審

判を受けている場合または任意後見

人および任意後見監督人の選任がな

されている場合にも、利用者は、前

二項と同様に届け出てください。

4.前三項の届出事項に取消または変

更等が生じた場合にも、利用者は、

同様に届け出てください。

5.前各項の届出の前に生じた損害に

ついては、当行の責めに帰すべき事

由がない限り、当行は責任を負いま

せん。

（略）

第22条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

当行ホームページへの掲載による公

表その他相当の方法で周知します。

変更後の規定は公表等の際に定める

適用開始日から適用されるものとし

ます。なお、本規定の最新版は当行

ホームページに掲示されますので、

必要に応じて確認してください。ま

た、本規定集は店頭およびテレホン

バンクにて請求することができま

す。

（略）

任意後見人を選任したときまたは

家庭裁判所の審判により任意後見

監督人の選任がなされた場合には、

直ちに任意後見人等の氏名その他

必要な事項を、それを証する書面を

添えて当行所定の書面によって届

け出てください。

3.すでに補助、保佐、後見開始の審

判を受けている場合または任意後

見人および任意後見監督人の選任

がなされている場合にも、利用者

は、前二項と同様に届け出てくださ

い。

4.前三項の届出事項に取消または

変更等が生じた場合にも、利用者

は、同様に届け出てください。

5.前各項の届出の前に生じた損害

については、当行の責めに帰すべき

事由がない限り、当行は責任を負い

ません。

（略）

第22条（本規定の変更）

当行は、本規定の内容を必要に応じ

て改定することがありますが、本規

定を改定したときは、変更内容をす

みやかに当行ホームページまたは

店頭表示の方法により公表します。

改定後の規定は公表の際に定める

日より適用されます。なお、本規定

の最新版は当行ホームページに掲

示されますので、必要に応じて確認

してください。また、本規定集は店

頭およびテレホンバンクにて請求

することができます。

（略）

（略）

（変更）

（略）



スターワン預金共通規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 6 条（届出

事項の変更等）

（略）

第 7 条（変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

当行ホームページへの掲載による公

表その他相当の方法で周知します。

変更後の規定は公表等の際に定める

適用開始日から適用されるものとし

ます。なお、本規定の最新版は当行ホ

ームページに掲示されますので、必要

に応じて確認してください。また、本

規定集は店頭およびテレホンバンク

にて請求することができます。

（略）

第 1 条（適用範囲）～第 6 条（届出

事項の変更等）

（略）

第 7 条（変更）

当行は、本規定の内容を必要に応じ

て改定することがありますが、本規

定を改定したときは、変更内容をす

みやかに当行ホームページまたは

店頭表示の方法により公表します。

改定後の規定は公表の際に定める

日より適用されます。なお、本規定

の最新版は当行ホームページに掲

示されますので、必要に応じて確認

してください。また、本規定集は店

頭およびテレホンバンクにて請求す

ることができます。

（略）

（変更）

（略）

スターワン円普通預金規定

新 旧

第 1 条（適用範囲）～第 7 条（他の

規定の適用）

（略）

第 8 条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法 548 条の 4

の規定に基づき変更することがあり

ます。この場合、当行は、変更内容

を当行ホームページへの掲載による

公表その他相当の方法で周知しま

す。変更後の規定は公表等の際に定

める適用開始日から適用されるもの

とします。

なお、本規定の最新版は当行ホーム

ページに掲示されますので、必要に

応じて確認してください。また、本

規定集は店頭およびテレホンバンク

にて請求することができます。

第 1 条（適用範囲）～第 7 条（他の

規定の適用）

（略）

第 8 条（本規定の変更）

（追加）
（追加）



スターワン外貨普通預金規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 7 条（他の

規定の適用）

（略）

第 8 条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

当行ホームページへの掲載による公

表その他相当の方法で周知します。

変更後の規定は公表等の際に定める

適用開始日から適用されるものとし

ます。

なお、本規定の最新版は当行ホーム

ページに掲示されますので、必要に

応じて確認してください。また、本

規定は店頭およびテレホンバンクに

て請求することができます。

第 1 条（適用範囲）～第 7 条（他の

規定の適用）

（略）

第 8 条（本規定の変更）

（追加）
（追加）

スターワン円定期預金規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 5 条（利息）

（略）

第 6 条（期限前解約）

1 .本預金は、当行がやむを得ないと

認める場合を除き、満期日前にその

全部または一部の解約をすることは

できません。なお、当行は、本預金

の一部の解約を、6ヵ月超の預入期間

の本預金のうち、預入日から6ヵ月目

の応当日を過ぎているものについて

のみ取り扱います。また、一部解約

は1万円以上とし、一部解約のなされ

た本預金が自動継続扱いである場合

は、当行は一部解約後の預金残高に

ついて自動継続の取り扱いをします。

2.当行がやむを得ないものと認めて

本預金の全部または一部を満期日前

に解約する場合には、その期限前解

約利息は、預入日から解約日の前日

までの日数と、預入日時点における

その日数に相当する期間の本預金の

第 1 条（適用範囲）～第 5条（利息）

（略）

第 6 条（期限前解約）

1 .本預金の全部または一部の満期

日前における解約は当行が承諾し

た場合にのみできるものとします。

なお、当行は、本預金の一部の解約

を、6ヵ月超の預入期間の本預金の

うち、預入日から6ヵ月目の応当日

を過ぎているものについてのみ取

り扱います。また、一部解約は1万

円以上とし、一部解約のなされた本

預金が自動継続扱いである場合は、

当行は一部解約後の預金残高につ

いて自動継続の取り扱いをします。

2.当行がやむを得ないものと認め

て本預金の全部または一部を満期

日前に解約する場合には、その期限

前解約利息は、預入日から解約日の

前日までの日数と、預入日時点にお

けるその日数に相当する期間の本

（変更）



利率（ただし、約定利率を上限としま

す。）から0.02％を差し引いた利率

（ただし、0％を下限とします。）に

より計算し、解約元本とともに支払い

ます。なお、前条第2項に基づく6ヵ

月複利計算の本預金について一部解

約がなされる場合は、一部支払いする

元本について利息を計算します。

3.前項の解約利息の計算にあたり、

解約元本に対して解約日前に支払わ

れた利息がある場合は、当該利息分を

差し引いて計算します。なお、解約

利息が解約日前に支払われている利

息に満たない場合は、払戻元金から精

算します。

（略）

第8条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

当行ホームページへの掲載による公

表その他相当の方法で周知します。

変更後の規定は公表等の際に定める

適用開始日から適用されるものとし

ます。

なお、本規定の最新版は当行ホーム

ページに掲示されますので、必要に

応じて確認してください。また、本

規定集は店頭およびテレホンバンク

にて請求することができます。

預金の利率（ただし、約定利率を上

限とします。）から0.0 2％を差し引

いた利率（ただし、0％を下限とし

ます。）により計算し、解約元本とと

もに支払います。なお、前条第2項

に基づく6ヵ月複利計算の本預金に

ついて一部解約がなされる場合は、

一部支払いする元本について利息を

計算します。

3.前項の解約利息の計算にあた

り、解約元本に対して解約日前に支

払われた利息がある場合は、当該利

息分を差し引いて計算します。な

お、解約利息が解約日前に支払われ

ている利息に満たない場合は、払戻

元金から精算します。

（略）

第8条（本規定の変更）

（ 追 加 ） （追加）

スターワン大口円定期預金規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 5 条（利息）

（略）

第 3 条（期限前解約）

1.本預金は、当行がやむを得ないと

認める場合を除き、満期日前に解

約することはできません。

2.当行がやむをえないものと認め

て本預金を満期日前に解約する

場合には、その期限前解約利息

は、預入日から解約日の前日まで

第 1 条（適用範囲）～第 2条（利息）

（略）

第 3 条（期限前解約）

1.本預金の満期日前における解約

は当行が承諾した場合にのみで

きるものとします。

2.当行がやむをえないものと認め

て本預金を満期日前に解約する

場合には、その期限前解約利息

（変更）



の日数と、預入日時点におけるそ

の日数に相当する期間のこの預

金の利率（ただし、約定利率を上

限とします。）から0 .0 2％を差し

引いた利率（ただし、0％を下限

とします。）により計算し、解約

元本とともに支払います。

3.本預金の解約利息の計算にあた

り、解約元本に対して解約日前に

支払われた利息がある場合は、当

該利息分を差し引いて計算しま

す。なお、解約利息が解約日前に

支払われている利息に満たない場

合は、払戻元金から精算します。

（略）

第5条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

当行ホームページへの掲載による公

表その他相当の方法で周知します。

変更後の規定は公表等の際に定める

適用開始日から適用されるものとし

ます。

なお、本規定の最新版は当行ホーム

ページに掲示されますので、必要に

応じて確認してください。また、本

規定集は店頭およびテレホンバンク

にて請求することができます。

は、預入日から解約日の前日ま

での日数と、預入日時点におけ

るその日数に相当する期間のこ

の預金の利率（ただし、約定利

率を上限とします。）から0.02％

を差し引いた利率（ただし、0％

を下限とします。）により計算し、

解約元本とともに支払います。

3.本預金の解約利息の計算にあた

り、解約元本に対して解約日前に

支払われた利息がある場合は、当

該利息分を差し引いて計算しま

す。なお、解約利息が解約日前

に支払われている利息に満たな

い場合は、払戻元金から精算しま

す。

（略）

第5条（本規定の変更）

（追加）

（略）

（追加）

スターワン外貨定期預金規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 7 条（他の

規定の変更）

（略）

第8条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

第 1 条（適用範囲）～第 7 条（他の

規定の変更）

（略）

第8条（本規定の変更）

（追加）
（追加）



当行ホームページへの掲載による公

表その他相当の方法で周知します。

変更後の規定は公表等の際に定める

適用開始日から適用されるものとし

ます。

なお、本規定の最新版は当行ホーム

ページに掲示されますので、必要に

応じて確認してください。また、本

規定集は店頭およびテレホンバンク

にて請求することができます。

外貨定期預金「スターエリート」預金規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 6 条（他の

規定の変更）

（略）

第7条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

当行ホームページの掲載による公表

その他相当の方法で周知します。変

更後の規定は公表等の際に定める適

用開始日から適用されるものとしま

す。

なお、本規定の最新版は当行ホーム

ページに掲示されますので、必要に

応じて確認してください。また、本

規定集は店頭およびテレホンバンク

にて請求することができます。

第 1 条（適用範囲）～第 6 条（他の

規定の変更）

（略）

第7条（本規定の変更）

（追加）
（追加）

ラダリング円定期預金規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 8 条（他の

規定の変更）

（略）

第9条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

第 1 条（適用範囲）～第 8 条（他の

規定の変更）

（略）

第9条（本規定の変更）

（追加）
（追加）



当行ホームページの掲載による公表

その他相当の方法で周知します。変

更後の規定は公表等の際に定める適

用開始日から適用されるものとしま

す。

なお、本規定の最新版は当行ホーム

ページに掲示されますので、必要に

応じて確認してください。また、本

規定集は店頭およびテレホンバンク

にて請求することができます。

スターワン 1 週間円預金規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 8 条（他の

規定の変更）

（略）

第9条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

当行ホームページの掲載による公表

その他相当の方法で周知します。変

更後の規定は公表等の際に定める適

用開始日から適用されるものとしま

す。

なお、本規定の最新版は当行ホーム

ページに掲示されますので、必要に

応じて確認してください。また、本

規定集は店頭およびテレホンバンク

にて請求することができます。

第 1 条（適用範囲）～第 8 条（他の

規定の変更）

（略）

第9条（本規定の変更）

（追加）
（追加）

スターワン積立円定期預金規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 9 条（他の

規定の変更）

（略）

第10条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

第 1 条（適用範囲）～第 9 条（他の

規定の変更）

（略）

第10条（本規定の変更）

（追加）
（追加）



当行ホームページの掲載による公表

その他相当の方法で周知します。変

更後の規定は公表等の際に定める適

用開始日から適用されるものとしま

す。

なお、本規定の最新版は当行ホーム

ページに掲示されますので、必要に

応じて確認してください。また、本

規定集は店頭およびテレホンバンク

にて請求することができます。

右肩上がり円定期＜仕組み預金＞満期日繰上特約付円定期預金規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 11 条（他の

規定の変更）

（略）

第12条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

当行ホームページの掲載による公表

その他相当の方法で周知します。変

更後の規定は公表等の際に定める適

用開始日から適用されるものとしま

す。

なお、本規定の最新版は当行ホーム

ページに掲示されますので、必要に

応じて確認してください。また、本

規定集は店頭およびテレホンバンク

にて請求することができます。

第 1 条（適用範囲）～第 11 条（他

の規定の変更）

（略）

第12条（本規定の変更）

(追加)
（追加）

外国為替レート参照型円定期預金＜仕組み預金＞「円活」預金規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 13 条（他の

規定の変更）

（略）

第14条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

第 1 条（適用範囲）～第 13 条（他

の規定の変更）

（略）

第14条（本規定の変更）

（追加）



当行ホームページの掲載による公表

その他相当の方法で周知します。変

更後の規定は公表等の際に定める適

用開始日から適用されるものとしま

す。

なお、本規定の最新版は当行ホーム

ページに掲示されますので、必要に

応じて確認してください。また、本

規定集は店頭およびテレホンバンク

にて請求することができます。

外国為替レート参照型オフセット定期預金＜仕組み預金＞

（円預入タイプ／外貨預入タイプ）預金規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 14 条（他の

規定の変更）

（略）

第15条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

当行ホームページの掲載による公表

その他相当の方法で周知します。変

更後の規定は公表等の際に定める適

用開始日から適用されるものとしま

す。

なお、本規定の最新版は当行ホーム

ページに掲示されますので、必要に

応じて確認してください。また、本

規定集は店頭およびテレホンバンク

にて請求することができます。

第 1 条（適用範囲）～第 14 条（他

の規定の変更）

（略）

第15条（本規定の変更）

（追加）
（追加）

上限金利付指数連動型外貨定期預金

個人向け国債連動型定期預金 J+（ジェイ・プラス）」預金規定

新 旧 備考

同規程を削除

（略）

（内容省略）

（略）
（略）



右肩上がり外貨定期＜仕組み預金＞満期日繰上特約付外貨定期預金規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 12 条（他の

規定の変更）

（略）

第13条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

当行ホームページの掲載による公表

その他相当の方法で周知します。変

更後の規定は公表等の際に定める適

用開始日から適用されるものとしま

す。

なお、本規定の最新版は当行ホーム

ページに掲示されますので、必要に

応じて確認してください。また、本

規定集は店頭およびテレホンバンク

にて請求することができます。

第 1 条（適用範囲）～第 12 条（他

の規定の変更）

（略）

第13条（本規定の変更）

（追加）
（追加）

上限金利付コモディティ連動型外貨定期預金＜仕組み預金＞

「エコのチカラ」預金規定

新 旧 備考

同規程を削除 （内容省略）

外国為替レート参照型ジャンプアップ外貨定期預金＜仕組み預金＞預金規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 13 条（他の

規定の変更）

（略）

第14条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

当行ホームページの掲載による公表

その他相当の方法で周知します。変

更後の規定は公表等の際に定める適

用開始日から適用されるものとしま

す。

なお、本規定の最新版は当行ホーム

ページに掲示されますので、必要に

応じて確認してください。また、本

規定集は店頭およびテレホンバンク

第 1 条（適用範囲）～第 13 条（他

の規定の変更）

（略）

第14条（本規定の変更）

（追加）
（追加）



にて請求することができます。

スタードリーム円定期預金＜仕組み預金＞満期日繰上特約付円定期預金規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 11 条（他の

規定の変更）

（略）

第12条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

当行ホームページの掲載による公表

その他相当の方法で周知します。変

更後の規定は公表等の際に定める適

用開始日から適用されるものとしま

す。

なお、本規定の最新版は当行ホーム

ページに掲示されますので、必要に

応じて確認してください。また、本

規定集は店頭およびテレホンバンク

にて請求することができます。

第 1 条（適用範囲）～第 11 条（他

の規定の変更）

（略）

第12条（本規定の変更）

（追加）
（追加）

振込規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 13 条（他の

規定の変更）

（略）

第14条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

当行ホームページの掲載による公表

その他相当の方法で周知します。変

更後の規定は公表等の際に定める適

用開始日から適用されるものとしま

す。

なお、本規定の最新版は当行ホーム

ページに掲示されますので、必要に

応じて確認してください。また、本

規定集は店頭およびテレホンバンク

にて請求することができます。

第 1 条（適用範囲）～第 13 条（預

金規定の適用）

（略）

第14条（本規定の変更）

（追加）
（追加）



スターワン・テレホンバンク取引規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 5 条（電話

による取引の依頼、申込成立等）

（略）

第 6 条（受付時間、手続き日等）

1.テレホンバンクの依頼は、当行所

定のテレホンバンク取扱時間内に受

け付けます。なお、テレホンバンク

の依頼に際しては、十分な時間的余

裕をもってご依頼ください。

2.本人名義預金間の振替取引は、原

則として、当行所定の時間内に受け付

けたものは当日手続きします。当行所

定の時間外に受け付けたものについ

ては翌営業日（平日。以下同じです。）

の当行任意の時間に手続きします。

3.振込取引は、原則として、当行所定

の時間内に受け付けたものは当日に振

込手続きします。当行所定の時間外に

受け付けたものについては翌営業日の

当行任意の時間に振込手続きします。

ただし、振込先の金融機関の状況等

により、依頼日の翌営業日に振込通

知を発信することもあります。

4. 投資信託の売買は、原則として、

当行所定の時間内に受付けたものは

当日手続きします。当行所定の時間

外に受付けたものについては翌営業

日に手続きします。

5.取引に関連して書類が必要なと

きは、利用者によって必要事項が完

全に記載されている書類を当行が受

領した後に手続きします。

（略）

第 10条（解約、変更）

1.本規定によるテレホンバンク契約

は、スターワン取引が継続している間

は解約できません。スターワン取引規

定の条項に基づきスターワン口座が解

約された場合にのみテレホンバンク契

約は終了します。

2.前1項にかかわらず、利用者が次の

第 1 条（適用範囲）～第 5 条（電話

による取引の依頼、申込成立等）

（略）

第 6 条（受付時間、手続き日等）

1.テレホンバンクの依頼は、当行所

定のテレホンバンク取扱時間内に

受け付けます。なお、テレホンバン

クの依頼に際しては、十分な時間的

余裕をもってご依頼ください。

2.本人名義預金間の振替取引は、原

則として、当行所定の時間内に受け

付けたものは当日手続きします。当行

所定の時間外に受け付けたものにつ

いては翌営業日（平日。以下同じで

す。）の当行任意の時間に手続きしま

す。

3.振込取引は、原則として、当行所

定の時間内に受け付けたものは当日

に振込手続きします。当行所定の時

間外に受け付けたものについては翌

営業日の当行任意の時間に振込手続

きします。ただし、振込先の金融機

関の状況等により、依頼日の翌営業

日に振込通知を発信することもあ

ります。

（追加）

4.取引に関連して書類が必要なと

きは、利用者によって必要事項が完

全に記載されている書類を当行が受

領した後に手続きします。

（略）

第 10条（解約、変更）

1.本規定によるテレホンバンク契約

は、スターワン取引が継続している間

は解約できません。スターワン取引規

定の条項に基づきスターワン口座が

解約された場合にのみテレホンバン

ク契約は終了します。

2.利用者が次の各号のいずれかに

（追加）

（略）

（変更）



各号のいずれかに該当したときは、

当行は、テレホンバンク契約を直ちに

解約することができます。

(1 )相続の開始があったとき。

(2 )支払いの停止または破産、民事再

生手続きの申し立てがあったとき。

(3 )住所変更、連絡先の届出を怠るな

ど利用者の責めに帰すべき事由によ

り、当行において利用者の所在があき

らかでなくなったとき。

(4 )本規定に違反する等、当行でサー

ビスの中止を必要とする相当の事由

が発生したとき。

(5)家庭裁判所の審判により、補助・

保佐・後見が開始された場合

3.テレホンバンク利用内容の変更ま

たは前項による解約は、当行の手続

きが完了したときから効力を有する

ものとします。

4.前項の手続き完了前に生じた損

害について、当行は、当行の責めに

帰すべき事由がある場合を除いて一

切責任を負いません。

（略）

第13条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

当行ホームページの掲載による公表

その他相当の方法で周知します。変

更後の規定は公表等の際に定める適

用開始日から適用されるものとしま

す。

なお、本規定の最新版は当行ホーム

ページに掲示されますので、必要に

応じて確認してください。また、本

規定集は店頭およびテレホンバンク

にて請求することができます。

（略）

該当したときは、当行は、テレホン

バンク契約を直ちに解約することが

できます。

(1 )相続の開始があったとき。

(2 )支払いの停止または破産、民事

再生手続きの申し立てがあったと

き。

(3 )住所変更、連絡先の届出を怠るな

ど利用者の責めに帰すべき事由によ

り、当行において利用者の所在があき

らかでなくなったとき。

(4 )本規定に違反する等、当行でサ

ービスの中止を必要とする相当の事

由が発生したとき。

3.テレホンバンク利用内容の変更

または前項による解約は、当行の手

続きが完了したときから効力を有す

るものとします。

4.前項の手続き完了前に生じた損

害について、当行は、当行の責めに

帰すべき事由がある場合を除いて一

切責任を負いません。

（略）

第13条（本規定の変更）

当行は、本規定の内容を必要に応じ

て改定することがありますが、本規

定を改定したときは、変更内容をす

みやかに当行ホームページまたは

店頭表示の方法により公表します。

改定後の規定は公表の際に定める

日より適用されます。なお、本規定

の最新版は当行ホームページに掲

示されますので、必要に応じて確認

してください。また、本規定集は店

頭およびテレホンバンクにて請求

することができます。

（略）

（追加）

（略）

（変更）

（略）



スターワン・テレホンバンク振込規定

新 旧 備考

第１条（適用範囲）

スターワン・テレホンバンクの利用

者が電話にて取引きできる振込取引

は、当行または他の金融機関の国内本

支店にある受取人の預金口座あての

振込みとし、当該振込取引は、スタ

ーワン・テレホンバンク取引規定の

ほか、この規定により取扱います。

第２条（振込取引の依頼）

⑴振込取引の依頼はスターワン・テ

レホンバンク取扱時間内に受付けま

す。

⑵スターワン・テレホンバンクを利

用した振込取引で１日100万円以上

の振込みを行う場合は、あらかじめ

振込先を当行に届出てください。当

行は届出に基づいて事前に振込先登

録を行います。ただし、１件あたりの

振込金額は、当行所定の金額の範囲内

とします。

⑶振込取引の依頼の際は、音声ガイ

ドに従い依頼内容を電話機のボタン

操作により送信、ならびにオペレー

ターに依頼内容を正確に伝えてくだ

さい。当行は、利用者から送信なら

びに伝えられた事項を依頼内容とし

て手続きします。

⑷前項に定める依頼内容について、

不備があったとしても、これによっ

て生じた損害については、当行は責任

を負いません。

⑸振込取引の依頼にあたっては、振

込資金および振込手数料その他この

取引に関連して必要となる手数料（以

下「振込資金等」といいます。）を支払

ってください。

第３条（取引日付）

振込取引は、原則として、当行所定

の時間内に受付けたものは、当日振

込み手続きします。当行所定の時間

外に受付けたものは、翌営業日に振

込通知を発信することもあります。

新規制定 （追加）



第４条（振込取引の成立）

⑴振込取引は、当行が依頼内容を確

認し、お支払指定口座から振込資金

等を払戻したときに成立するものと

します。

⑵振込取引が行われた場合には、取

引の都度、その事実を通知するため

「ご利用明細書」を送付しますので、

直ちに記載内容を確認してください。

第５条（振込通知の発信）

振込取引が成立したときは、当行は

依頼内容に基づいて、振込先の金融

機関あてに振込通知を発信します。

第６条（取引内容の照会等）

⑴受取人の預金口座に振込金の入金

が行われていない場合には、すみや

かにテレホンバンクに照会してくだ

さい。この場合には、振込先の金融

機関に照会する等の調査をし、その結

果を報告します。

⑵当行が発信した振込通知について

振込先の金融機関から照会があった

場合には、当行は依頼内容について

利用者に照会することがあります。

この場合には、速やかに回答してく

ださい。当行からの照会に対して相

当期間内に回答がなかった場合、ま

たは不適切な回答があった場合に

は、これによって生じた損害につい

ては、当行は責任を負いません。

⑶振込先の金融機関から入金口座な

し等の事由により振込資金が返却さ

れた場合には、速やかに通知し、第

７条に規定する組戻しの手続きに準

じて、お支払指定口座に入金します。

第７条（組戻し・依頼内容の変更等）

⑴振込取引の成立後にその依頼を取

りやめる場合およびその依頼内容を

変更する場合は、速やかにテレホン

バンクに連絡してください。この場

合、当行は振込依頼のときと同様の方

法で本人確認をいたします。

①振込先の金融機関・店舗名および

振込金額を変更する場合は、組戻し

の手続きにより取扱います。

新規制定 （追加）



②当行は、依頼に基づき、組戻し依

頼または振込内容の変更依頼の電文

を振込先の金融機関に発信します。

③組戻しされた振込資金は、お支払指

定口座に入金します。

⑵前項の場合において、振込先の金

融機関がすでに振込通知を受信して

いるときは、組戻しができないこと

があります。この場合には、受取人

との間で協議してください。

第８条（通知・照会の連絡先）

⑴この振込取引について依頼人に通

知・照会をする場合には、この取引

の利用にあたって届出のあった住

所、電話番号または振込資金等の引

落した預金口座について届出のあっ

た住所、電話番号を連絡先とします。

⑵前項において、連絡先の記載の不

備または電話の不通等によって通

知・照会をすることができなくても、

これによって生じた損害について

は、当行は責任を負いません。

第９条（手数料）

⑴振込の受付にあたっては、当行所定

の振込手数料をいただきます。

⑵組戻しの受付または組戻しの手続

が必要となる場合以外の依頼内容の

変更の受付にあたっては、当行所定

の組戻手数料または訂正手数料（組

戻しの手続が必要となる場合以外の

依頼内容の変更の場合）をいただき

ます。この場合、前項の振込手数料

は返却いたしません。ただし、組戻

しができなかったときは、組戻手数

料は返却します。

⑶組戻しされた振込資金を返却せず

に改めてその資金による振込の受付

をするときも当行所定の振込手数料

をいただきます。

⑷この取引について、特別の依頼によ

り要した費用は、別途いただきます。

第10条（災害等による免責）

次の各号の事由により振込金の入金

不能、入金遅延等があっても、これに

よって生じた損害については当行は

新規制定 （追加）



責任を負いません。

⑴災害・事変、輸送途中の事故、裁

判所等公的機関の措置等やむをえな

い事由があったとき。

⑵当行または金融機関の共同システ

ムの運営体が相当の安全対策を講じ

たにもかかわらず、端末機、通信回線

またはコンピュータ等に障害が生じ

たとき。

⑶当行以外の金融機関の責に帰すべ

き事由により入金不能、入金遅延等

があったとき。

第11条（規定の準用）

この規定に定めのない事項について

は、この規定の他、東京スター銀行

テレホンバンク利用規定、普通預金

規定（総合口座取引規定を含みま

す。）、振込規定等の各規定により取

扱います。

第12条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条件

を、必要に応じ、民法548条の4の規定

に基づき変更することがあります。こ

の場合、当行は、変更内容を当行ホー

ムページへの掲載による公表その他

相当の方法で周知します。変更後の規

定は公表等の際に定める適用開始日

から適用されるものとします。

なお、本規定の最新版は当行ホームペ

ージに掲示されますので、必要に応じ

て確認してください。また、本規定集

は店頭およびテレホンバンクにて請

求することができます。

第13条（譲渡、質入れの禁止）

この取引に基づく契約者の権利は、譲

渡・質入れすることはできません。

第14条（合意管轄）

本契約に関する訴訟については、当

行本店または取引店の所在地を管轄

する裁判所を管轄裁判所とします。

（略）

新規制定

（略）

（追加）

（略）



スターワン・キャッシュカード取引規定

新 旧 備考

第 1 条（カードの利用）

（略）

第 2 条（預金機による預金の預け入

れ）

1.預金機を使用して預金に預け入れ

をする場合には、預金機の画面表示

等の操作手順に従って、預金機にカ

ードを挿入し、現金を投入して操作

してください。

2.預金機による預け入れは、預金機

の機種により当行所定の種類の紙幣

に限ります。また、1回あたりの預け

入れは、当行所定の枚数による金額の

範囲内とします。

第 3 条(払出機による預金の払い戻

し)～第 14条（預金機・払出機・振

込機の誤入力等）

（略）

第 15条（解約等）

1.スターワン口座を解約する場合ま

たはカードの利用を取りやめる場合

には、カードを当行に返却してくださ

い。ただし、当行が本規定以外に別

途定める場合はこの限りではありま

せん。

2.カードの改ざん、不正使用など当

行がカードの利用を不適当と認めた

場合には、その利用をお断りすること

があります。この場合、当行からの請

求がありしだい直ちにカードを当行に

返却してください。

3.次の場合には、カードの利用を停

止することがあります。この場合、

第 1 条（カードの利用）

（略）

第 2 条（預金機による預金の預け入

れ）

1.預金機を使用して預金に預け入

れをする場合には、預金機の画面表

示等の操作手順に従って、預金機に

カードを挿入し、現金を投入して操

作してください。

2.預金機による預け入れは、預金機

の機種により当行所定の種類の紙

幣に限ります。また、1回あたりの

預け入れは、当行所定の枚数による

金額の範囲内とします。

3.当行の現金自動預金機において、

当該預金口座について初めてカード

による預け入れがあった場合には、

「現金自動預金機専用通帳（ご利用

明細票つづり）」の発行の申し込み

があったものとし、同通帳を発行し

ますので、「現金自動預入・払出機

ご利用明細票」を綴り込んで保管し

てください。

第 3 条(払出機による預金の払い戻

し)～第 14条（預金機・払出機・振

込機の誤入力等）

（略）

第 15条（解約等）

1.スターワン口座を解約する場合

またはカードの利用を取りやめる

場合には、カードを当行に返却して

ください。

2.カードの改ざん、不正使用など当

行がカードの利用を不適当と認めた

場合には、その利用をお断りするこ

とがあります。この場合、当行から

の請求がありしだい直ちにカードを

当行に返却してください。

3.次の場合には、カードの利用を

停止することがあります。この場

（削除）

（追加）



当行の窓口において当行所定の本人

確認書類の提示を受け、当行が本人

であることを確認できたときに停止

を解除します。

(1 )第16条に定める規定に違反した

場合

(2 )預金口座に関し、最終の預け入れ

または払い戻しから当行が別途表示

する一定の期間が経過した場合

(3 )カードが偽造、盗難、紛失等によ

り不正に使用されるおそれがあると

当行が判断した場合

(4 )預金口座の預金取引が停止された

とき

4.家庭裁判所の審判により、補助・

保佐・後見が開始された場合、カー

ドの利用を停止し、回収します。た

だし、支援者に代理権が付与されて

いる場合であって、支援者からの申

出がったときは、代理人カードを発

行します。

（略）

第18条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

当行ホームページへの掲載による公

表その他相当の方法で周知します。

変更後の規定は公表等の際に定める

適用開始日から適用されるものとし

ます。なお、本規定の最新版は当行

ホームページに掲示されますので、

必要に応じて確認してください。ま

た、本規定集は店頭およびテレホン

バンクにて請求することができま

す。

合、当行の窓口において当行所定の

本人確認書類の提示を受け、当行が

本人であることを確認できたときに

停止を解除します。

(1 )第16条に定める規定に違反した

場合

(2 )預金口座に関し、最終の預け入

れまたは払い戻しから当行が別途表

示する一定の期間が経過した場合

(3 )カードが偽造、盗難、紛失等に

より不正に使用されるおそれがある

と当行が判断した場合

(4 )預金口座の預金取引が停止され

たとき

（略）

第18条（改定）

当行は、本規定の内容を必要に応じ

て改定することがありますが、本規

定を改定したときは、変更内容をす

みやかに当行ホームページまたは

店頭表示の方法により公表します。

改定後の規定は公表の際に定める

日より適用されます。なお、本規定

の最新版は当行ホームページに掲

示されますので、必要に応じて確認

してください。また、本規定集は店

頭およびテレホンバンクにて請求

することができます。

（追加）

（略）

（変更）

カードローンカード取引規定

新 旧 備考

第 1 条（定義）～第 12条（預金機・

払出機の誤入力等）

（略）

第 13条（解約等）

第 1 条（定義）～第 12 条（預金機・

払出機の誤入力等）

（略）

第 13条（解約等）



1．カードローン契約を解約する場合

またはローンカードの利用を取りや

める場合には、ローンカードを当行に

返却してください。

2．ローンカードの改ざん、不正使用

など当行がローンカードの利用を不

適当と認めた場合には、その利用を

お断りすることがあります。この場

合、当行からの請求がありしだい直

ちにローンカードを当行に返却して

ください。

3．次の場合には、ローンカードの利

用を停止することがあります。この

場合、当行の窓口において当行所定

の本人確認書類の提示がなされ、当

行が借主本人であることを確認でき

たときに停止を解除します。

(1 )第14条に定める規定に違反した

場合

(2 )ローンカードが偽造、盗難、紛失

等により不正に使用されるおそれが

あると当行が判断した場合

4.家庭裁判所の審判により、補助・

保佐・後見が開始された場合、ロー

ンカードの利用を停止し、回収しま

す。

（略）

第16条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

当行ホームページへの掲載による公

表その他相当の方法で周知します。

変更後の規定は公表等の際に定める

適用開始日から適用されるものとし

ます。なお、本規定の最新版は当行

ホームページに掲示されますので、

必要に応じて確認してください。ま

た、本規定集は店頭およびテレホン

バンクにて請求することができま

す。

（略）

1．カードローン契約を解約する場

合またはローンカードの利用を取

りやめる場合には、ローンカードを

当行に返却してください。

2．ローンカードの改ざん、不正使

用など当行がローンカードの利用

を不適当と認めた場合には、その利

用をお断りすることがあります。こ

の場合、当行からの請求がありしだ

い直ちにローンカードを当行に返

却してください。

3．次の場合には、ローンカードの

利用を停止することがあります。こ

の場合、当行の窓口において当行所

定の本人確認書類の提示がなされ、

当行が借主本人であることを確認

できたときに停止を解除します。

(1 )第14条に定める規定に違反した

場合

(2 )ローンカードが偽造、盗難、紛失

等により不正に使用されるおそれが

あると当行が判断した場合

（略）

第16条（改定）

当行は、本規定の内容を必要に応じ

て改定することがありますが、本規

定を改定したときは、変更内容をす

みやかに当行ホームページまたは

店頭表示の方法により公表します。

改定後の規定は公表の際に定める

日より適用されます。なお、本規定

の最新版は当行ホームページに掲

示されますので、必要に応じて確認

してください。また、本規定集は店

頭およびテレホンバンクにて請求

することができます。

（略）

（追加）

（変更）

（略）



J-Debit カード取引規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 8 条（読替

規定）

（略）

第 9 条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

当行ホームページへの掲載による公

表その他相当の方法で周知します。

変更後の規定は公表等の際に定める

適用開始日から適用されるものとし

ます。なお、本規定の最新版は当行

ホームページに掲示されますので、

必要に応じて確認してください。ま

た、本規定集は店頭およびテレホン

バンクにて請求することができま

す。

第 1 条（適用範囲）～第 8 条（読替

規定）

（略）

第 9 条（本規定の変更）

当行は、本規定の内容を必要に応じ

て改定することがありますが、本規

定を改定したときは、変更内容をす

みやかに当行ホームページまたは

店頭表示の方法により公表します。

改定後の規定は公表の際に定める

日より適用されます。なお、本規定

の最新版は当行ホームページに掲

示されますので、必要に応じて確認

してください。また、本規定集は店

頭およびテレホンバンクにて請求

することができます。

（変更）

（変更）

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」に係る預金

規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）～第 2 条（異動

事由）

（略）

第3条.（最終異動日等）

（略）

２．第１項第２号において、将来

における預金に係る債権の

行使が期待される事由とは、

次の各号に掲げる事由のみ

をいうものとし、預金に係る

債権の行使が期待される日

とは、当該各号に掲げる事由

に応じ、当該各号に定める日

とします。

(1) 預入期間、計算期間または償

還期間の定めがあること

当該期間の末日（自動継続扱

いの預金にあっては、初回満

期日）

(2) 初回の満期日後に次に掲げ

る事由が生じたこと

第 1 条（適用範囲）～第 2 条（異動

事由）

（略）

第3条.（最終異動日等）

（略）

２．第１項第２号において、将

来における預金に係る債権

の行使が期待される事由と

は、次の各号に掲げる事由

のみをいうものとし、預金

に係る債権の行使が期待さ

れる日とは、当該各号に掲

げる事由に応じ、当該各号

に定める日とします。

(1) 預入期間、計算期間または

償還期間の定めがあること

当該期間の末日（自動継続

扱いの預金にあっては、初

回満期日）

(2) 初回の満期日後に次に掲げ

る事由が生じたこと



当該事由が生じた期間の満

期日

① 預金者等の申し出にもとづ

く一部入出金の事由により預

金額に異動があったこと（当

行からのこの預金の利子に係

わるものを除きます。）

② 2015年5月1日以前に預金者

等の申し出にもとづく記帳があ

ったこと

(3）法令、法令にもとづく命令も

しくは措置または契約によ

り、この預金について支払が

停止されたこと 当該支払

停止が解除された日

(4)強制執行、仮差押えまたは国

税滞納処分（その例による処

分を含みます。）の対象とな

ったこと 当該手続が終了

した日

(5)法令または契約にもとづく振

込の受入れ、口座振替その他

の入出金が予定されている

ことまたは予定されていた

こと（ただし、当行が入出金

の予定を把握することがで

きるものに限ります。）当該

入出金が行われた日または

入出金が行われないことが

確定した日。

(6) 総合口座取引規定、スターワ

ン取引総合規定、通帳式定期

預金、通帳式通知預金、オン

ラインデータ伝送サービス

利用契約、アンサーサービス

利用契約、でんさいサービス

利用契約、スターBB！利用契

約にもとづく他の預金（スタ

ーワン取引総合規定におい

ては仕組み預金、外貨預金を

除き、各利用契約においては

手数料引落預金口座を含

む。）について、前各号に掲

げる事由が生じたこと

当該他の預金に係る最終異

当該事由が生じた期間の満

期日

① 預金者等の申し出にもとづ

く一部入出金の事由により

預金額に異動があったこと

（当行からのこの預金の利

子に係わるものを除きま

す。）

② 2015年5月1日以前に預金者

等の申し出にもとづく記帳が

あったこと

(3）法令、法令にもとづく命令

もしくは措置または契約に

より、この預金について支

払が停止されたこと 当該

支払停止が解除された日

(4)強制執行、仮差押えまたは国

税滞納処分（その例による

処分を含みます。）の対象

となったこと 当該手続が

終了した日

(5)法令または契約にもとづく

振込の受入れ、口座振替そ

の他の入出金が予定されて

いることまたは予定されて

いたこと（ただし、当行が

入出金の予定を把握するこ

とができるものに限りま

す。）当該入出金が行われ

た日または入出金が行われ

ないことが確定した日。た

だし各種契約における手数

料引落口座に限ります。

(6) 総合口座取引規定、スター

ワン取引総合規定、通帳式

定期預金、通帳式通知預金、

オンラインデータ伝送サー

ビス利用契約、アンサーサ

ービス利用契約、でんさい

サービス利用契約、スター

BB！利用契約にもとづく他

の預金（スターワン取引総

合規定においては仕組み預

金、外貨預金を除き、各利

用契約においては手数料引

落預金口座を含む。）につ

いて、前各号に掲げる事由

が生じたこと 当該他の

（削除）



動日等

第 4 条（休眠預金等代替金に関する

取扱い）～第 5条（通知方法）

（略）

第 6 条（本規定の変更）

当行は、本規定の各条項その他の条

件を、必要に応じ、民法548条の4の

規定に基づき変更することがありま

す。この場合、当行は、変更内容を

当行ホームページへの掲載による公

表その他相当の方法で周知します。

変更後の規定は公表等の際に定める

適用開始日から適用されるものとし

ます。なお、本規定の最新版は当行

ホームページに掲示されますので、

必要に応じて確認してください。ま

た、本規定集は店頭およびテレホン

バンクにて請求することができま

す。

預金に係る最終異動日等

第 4 条（休眠預金等代替金に関する

取扱い）～第 5条（通知方法）

（略）

第 6 条（本規定の変更）

（追加）

（追加）

■投資信託約款・規定集

投資信託総合取引約款

新 旧 備考

第 1 条（約款の趣旨）～第 7 条（取

引の解約）

（略）

第 8 条（注文の取り扱い）

(１)投資信託の買付けまたは解約の注

文を行うときは、氏名もしくは名称、

銘柄、口座区分、数量、金額等、必要

事項を当行所定の申込書に記入し、当

行の営業店に提出ください。

(２) 買付けもしくは解約の注文等の

受付時限は、投資信託約款、目論見書

または累積投資約款に別段の定めがな

い限り午後３時とし、お客さまが注文

等の申し込みを行った後、受付時限ま

でに当行が所定の受付事務を完了させ

た注文等については、当行は遅滞無く

委託会社に取り次ぎます（以下、当行

が受け付けた注文等を委託会社へ取り

次ぐための手続きを「手続き」といい、

また、その手続きを開始する日を「手

続日」といいます。）。

第 1 条（約款の趣旨）～第 7 条（取

引の解約）

（略）

第 8 条（注文の取り扱い）

(１)投資信託の買付けまたは解約の

注文を行うときは、氏名もしくは名

称、銘柄、口座区分、数量、金額等、

必要事項を当行所定の申込書に記入

し、当行の営業店に提出ください。

(２) 買付けもしくは解約の注文等の

受付時限は、投資信託約款、目論見書

または累積投資約款に別段の定めが

ない限り午後３時とし、お客さまが注

文等の申し込みを行った後、受付時限

までに当行が所定の受付事務を完了

させた注文等については、当行は遅滞

無く委託会社に取り次ぎます（以下、

当行が受け付けた注文等を委託会社

へ取り次ぐための手続きを「手続き」

といい、また、その手続きを開始する

日を「手続日」といいます。）。



(３)買付けまたは解約の注文を行う日

の翌営業日以降に手続きの指示をする

場合（以下、「先日付注文」といいます。）

は、手続日を申込書にご記入ください。

先日付注文による手続日は、当行所定

の一定期間内に該当する場合のみ、こ

れを受け付けることとします。

(４) この約款に別途定めのある場合

のほか、以下のいずれかに該当する場

合には、当行は注文の受付けができま

せん。以下第３～第５号に該当する場

合、当行は注文の受付けを中止し、取

り消しを行います。第３号の場合は、

委託会社が申し込みの受付けを再開し

た後に改めて注文を行ってください。

①買付取引について、買付代金および

所定の手数料ならびに消費税等の合計

額が、買付注文時点のお客さまの指定

預金口座の支払可能残高を超えるとき

②解約取引について、お客さまの残高

を超える注文がなされたとき

③買付けまたは解約取引について、委

託会社が買付けまたは解約の申し込み

の受付けを一時中止したとき

④買付けまたは解約にかかる取引につ

いて、委託会社に対する認可の取消し

その他の処分もしくは営業譲渡等また

は受託信託会社の辞任等があったとき

⑤天災・事変、裁判所等の公的機関の

措置、回線またはシステムの障害、そ

の他やむを得ない事由により当行が不

適当または不可能と認めたとき

⑥お客さまが指定預金口座を解約した

とき

⑦お客さまが出国により居住者または

国内に恒久的施設を有する非居住者に

該当しないことになったとき

（略）

第17条（成年後見人等の届出）

(１)家庭裁判所の審判により、補助、

保佐または後見が開始された場合に

は、直ちに成年後見人等の氏名その

他必要な事項を書面によって届け出

てください。投資信託保有者の成年

後見人等について、家庭裁判所の審

判により、補助・保佐・後見が開始

(３)買付けまたは解約の注文を行う

日の翌営業日以降に手続きの指示を

する場合（以下、「先日付注文」とい

います。）は、手続日を申込書にご記

入ください。先日付注文による手続日

は、当行所定の一定期間内に該当する

場合のみ、これを受け付けることとし

ます。

(４) この約款に別途定めのある場合

のほか、以下のいずれかに該当する場

合には、当行は注文の受付けができま

せん。以下第３～第５号に該当する場

合、当行は注文の受付けを中止し、取

り消しを行います。第３号の場合は、

委託会社が申し込みの受付けを再開

した後に改めて注文を行ってくださ

い。

①買付取引について、買付代金および

所定の手数料ならびに消費税等の合

計額が、買付注文時点のお客さまの指

定預金口座の支払可能残高を超える

とき

②解約取引について、お客さまの残高

を超える注文がなされたとき

③買付けまたは解約取引について、委

託会社が買付けまたは解約の申し込

みの受付けを一時中止したとき

④買付けまたは解約にかかる取引に

ついて、委託会社に対する認可の取消

しその他の処分もしくは営業譲渡等

または受託信託会社の辞任等があっ

たとき

⑤天災・事変、裁判所等の公的機関の

措置、回線またはシステムの障害、そ

の他やむを得ない事由により当行が

不適当または不可能と認めたとき

⑥お客さまが指定預金口座を解約し

たとき

（略）

第17条（成年後見人等の届出）

(１)家庭裁判所の審判により、補

助、保佐または後見が開始された場

合には、直ちに成年後見人等の氏名

その他必要な事項を書面によって

届け出てください。

（追加）

（追加）



された場合も同様にお届けくださ

い。

(２)家庭裁判所の審判により、任意

後見監督人の選任がされた場合に

は、直ちに任意後見人の氏名その他

必要な事項を書面によって届け出て

ください。

(３)すでに補助、保佐または後見開

始の審判を受けている場合、または

任意後見監督人の選任がされている

場合にも第 1 項および第２項と同様

に届け出てください。

(４)第１項～第３項の届出事項に取

り消しまたは変更等が生じた場合に

も同様に届け出てください。

(５)第１項～第４項の届け出の前に

生じた損害については、当行は責任

を負いません。

第18条（本約款の改定）

この約款は、法令の変更または監督

官庁の指示、その他必要が生じたと

きに、民法 548 条の 4 の規定に基づ

き改定されることがあります。改定

を行う旨および改定後の規定の内容

ならびにその効力発生時期は、効力

発生時期が到来するまでに当行ホー

ムページへの掲載による公表または

その他相当の方法により周知しま

す。なお、この約款の最新版は当行

ホームページに掲示されますので、

必要に応じて確認してください。ま

た、この約款は店頭およびテレホン

バンクにて請求することができま

す。

（略）

(２)家庭裁判所の審判により、任意

後見監督人の選任がされた場合に

は、直ちに任意後見人の氏名その他

必要な事項を書面によって届け出

てください。

(３)すでに補助、保佐または後見開

始の審判を受けている場合、または

任意後見監督人の選任がされてい

る場合にも第1項および第２項と同

様に届け出てください。

(４)第１項～第３項の届出事項に

取り消しまたは変更等が生じた場

合にも同様に届け出てください。

(５)第１項～第４項の届け出の前

に生じた損害については、当行は責

任を負いません。

第18条（本約款の改定）

この約款は、法令の変更または監督

官庁の指示、その他必要が生じたと

きに、民法 548 条の 4 の規定に基づ

き改定されることがあります。改定

を行う旨および改定後の規定の内

容ならびにその効力発生時期は、効

力発生時期が到来するまでに店頭

表示、当行ホームページへの掲示ま

たはその他相当の方法により周知

します。

（略）

（変更）

（略）

投資信託受益権振替決済口座管理約款

新 旧 備考

第 1 条（約款の趣旨）～第 10条（償

還金、解約金および収益分配金の代

理受領等）

（略）

第 11条（お客さまへの連絡事項）

第 1 条（約款の趣旨）～第 10条（償

還金、解約金および収益分配金の代

理受領等）

（略）

第 11条（お客さまへの連絡事項）



(１)当行は、投資信託について、次

の事項をお客さまに通知します。

①償還期限（償還期限がある場合に

限ります。）

②残高照合のための場合

③お客さまに対して機構から通知さ

れた事項

(２)前項の残高照合のための報告

は、投資信託の残高に移動があった

場合に、当行所定の時期に年１回以

上通知します。また、法令等の定め

るところにより取引残高報告書を定

期的に通知する場合には、残高照合

のための報告内容を含めて行います

から、その内容にご不審の点がある

ときは、速やかに当行営業店に直接

ご連絡ください。

(３)当行が届け出のあった住所、氏

名もしくは名称にあてて通知を行い

またはその他の送付書類を発送した

場合には、延着または到着しなかっ

たときでも通常到着すべき日時に到

着したものとみなします。

(４)当行は、第２項の規定にかかわ

らず、お客さまが特定投資家（金商

法第２条第３１項に規定する特定投

資家（同法第３４条の３第４項（同

法第３４条の４第６項において準用

する場合を含みます。）の規定により

特定投資家とみなされる者を含みま

す。）をいいます。）である場合であ

って、当該お客さまからの第２項に

定める残高照合のためのご報告（取

引残高報告書による通知を含みま

す。以下本項において同じ。）に関す

る事項についての照会に対して速や

かに回答できる体制が整備されてい

る場合には、当行が定めるところに

より残高照合のためのご報告を行わ

ないことがあります。

（削除）

(１)当行は、投資信託について、次

の事項をお客さまに通知します。

①償還期限（償還期限がある場合に

限ります。）

②残高照合のための場合

③お客さまに対して機構から通知

された事項

(２)前項の残高照合のための報告

は、投資信託の残高に移動があった

場合に、当行所定の時期に年１回以

上通知します。また、法令等の定め

るところにより取引残高報告書を

定期的に通知する場合には、残高照

合のための報告内容を含めて行い

ますから、その内容にご不審の点が

あるときは、速やかに当行営業店に

直接ご連絡ください。

(３)当行が届け出のあった住所、氏

名もしくは名称にあてて通知を行

いまたはその他の送付書類を発送

した場合には、延着または到着しな

かったときでも通常到着すべき日

時に到着したものとみなします。

(４)当行は、第２項の規定にかかわ

らず、お客さまが特定投資家（金商

法第２条第３１項に規定する特定

投資家（同法第３４条の３第４項

（同法第３４条の４第６項におい

て準用する場合を含みます。）の規

定により特定投資家とみなされる

者を含みます。）をいいます。）であ

る場合であって、当該お客さまから

の第２項に定める残高照合のため

のご報告（取引残高報告書による通

知を含みます。以下本項において同

じ。）に関する事項についての照会

に対して速やかに回答できる体制

が整備されている場合には、当行が

定めるところにより残高照合のた

めのご報告を行わないことがあり

ます。

(５)当行は、第２項に定める残高照

合のためのご報告のうち、次の各号

に掲げる書面に記載されているも

のについては、第２項の規定にかか

わらず、残高照合のためのご報告を

行わないことがあります。

①個別のデリバティブ取引等に係

（削除）



（略）

第20条（この約款の変更）

この約款は、法令の変更または監督

官庁並びに振替機関の指示、その他

必要な事由が生じたときに、民法 548

条の 4 の規定に基づき改定されるこ

とがあります。改定を行う旨および

改定後の規定の内容ならびにその効

力発生時期は、効力発生時期が到来

するまでに当行ホームページへの掲

載による公表またはその他相当の方

法により周知します。なお、この約

款の最新版は当行ホームページに掲

示されますので、必要に応じて確認

してください。また、この約款は店

頭およびテレホンバンクにて請求す

ることができます。

る契約締結時交付書面

②当該デリバティブ取引等に係る

取引の条件を記載した契約書

（略）

第20条（この約款の変更）

この約款は、法令の変更または監督

官庁並びに振替機関の指示、その他

必要な事由が生じたときに、民法

548 条の 4 の規定に基づき改定され

ることがあります。改定を行う旨お

よび改定後の規定の内容ならびに

その効力発生時期は、効力発生時期

が到来するまでに店頭表示、当行ホ

ームページへの掲示またはその他

相当の方法により周知します。

（変更）

累積投資約款（株式投資信託用）

新 旧 備考

第 1 条（約款の趣旨）～第 11条（合

意管轄）

（略）

第 12条（この約款の変更）

この約款は、法令の変更または監督

官庁の指示、その他必要が生じたと

きに、民法 548 条の 4 の規定に基づ

き改定されることがあります。改定

を行う旨および改定後の規定の内容

ならびにその効力発生時期は、効力

発生時期が到来するまでに当行ホー

ムページへの掲載による公表または

その他相当の方法により周知しま

す。なお、この約款の最新版は当行

ホームページに掲示されますので、

必要に応じて確認してください。ま

た、この約款は店頭およびテレホン

バンクにて請求することができま

す。

第 1 条（約款の趣旨）～第 11条（合

意管轄）

（略）

第 12条（この約款の変更）

この約款は、法令の変更または監督

官庁の指示、その他必要が生じたと

きに、民法 548 条の 4 の規定に基づ

き改定されることがあります。改定

を行う旨および改定後の規定の内

容ならびにその効力発生時期は、効

力発生時期が到来するまでに店頭

表示、当行ホームページへの掲示ま

たはその他相当の方法により周知

します。

（変更）



投資信託積立買付取扱約款

新 旧 備考

第 1 条（約款の趣旨）～第 7 条（申

込内容の変更）

（略）

第 8 条（解約）

本サービスは、次の各号のいずれか

に該当したときに解約されるものと

いたします。

①お客さまが当行所定の手続きによ

り解約のお申し出があった場合

②お客さまが当行所定の手続きによ

り総合取引を解約された場合

③お客さまの指定ファンドが第２条

第３項に従い、対象ファンドから除

外され、他の指定ファンドの申し込

みがない場合

④当行が本サービスを営むことがで

きなくなった場合

⑤お客さまが本約款の改定に同意さ

れない場合

⑥その他やむを得ない事情により当

行が本サービスの解約を申し出た場

合

⑦お客さまが出国により居住者また

は国内に恒久的施設を有する非居住

者に該当しないことになった場合

なお、第４条第２項の当該引落指定

日において、３ヶ月以上連続で指定

預金口座の残高が指定ファンドの買

付けに必要な金銭に満たなかった場

合には、自動的に本サービスが解約

になることがあります。

第 9 条（本約款の変更）

この約款は、法令の変更または監督

官庁の指示、その他必要が生じたと

きに、民法 548 条の 4 の規定に基づ

き改定されることがあります。改定

を行う旨および改定後の規定の内容

ならびにその効力発生時期は、効力

発生時期が到来するまでに当行ホー

ムページへの掲載による公表または

その他相当の方法により周知しま

す。なお、この約款の最新版は当行

ホームページに掲示されますので、

第 1 条（約款の趣旨）～第 7 条（申

込内容の変更）

（略）

第 8 条（解約）

本サービスは、次の各号のいずれか

に該当したときに解約されるもの

といたします。

①お客さまが当行所定の手続きに

より解約のお申し出があった場合

②お客さまが当行所定の手続きに

より総合取引を解約された場合

③お客さまの指定ファンドが第２

条第３項に従い、対象ファンドから

除外され、他の指定ファンドの申し

込みがない場合

④当行が本サービスを営むことが

できなくなった場合

⑤お客さまが本約款の改定に同意

されない場合

⑥その他やむを得ない事情により

当行が本サービスの解約を申し出

た場合

なお、第４条第２項の当該引落指定

日において、３ヶ月以上連続で指定

預金口座の残高が指定ファンドの

買付けに必要な金銭に満たなかっ

た場合には、自動的に本サービスが

解約になることがあります。

第 9 条（本約款の変更）

この約款は、法令の変更または監督

官庁の指示、その他必要が生じたと

きに、民法 548 条の 4 の規定に基づ

き改定されることがあります。改定

を行う旨および改定後の規定の内

容ならびにその効力発生時期は、効

力発生時期が到来するまでに店頭

表示、当行ホームページへの掲示ま

たはその他相当の方法により周知

します。

（追加）

（変更）



必要に応じて確認してください。ま

た、この約款は店頭およびテレホン

バンクにて請求することができま

す。

（略） （略）
（略）

特定口座約款（投資信託）

新 旧 備考

第 1 条（約款の趣旨）～第 13条（贈

与・相続または遺贈による特定口座

への受け入れ方法）

（略）

第 14条（特定口座年間取引報告書の

送付）

(１)当行は、法の定めるところによ

り特定口座年間取引報告書を作成

し、翌年１月３１日までにお客さま

に交付します。また、第１６条によ

り特定口座が廃止された場合には、

特定口座を廃止した日の属する月の

翌月末日までに特定口座年間取引報

告書をお客さまに交付します。

(２)当行は特定口座年間取引報告書

２通を作成し、１通はお客さまへ交

付し、１通は所轄の税務署に提出し

ます。

(３)前二項にかかわらず、当行は年

間の取引について配当なし譲渡なし

の場合は特定口座年間取引報告書を

交付しません。また、インターネッ

ト投資信託サービスを申し込み、電

子交付を選択しているお客さまへの

特定口座年間取引報告書は電子交付

による交付となります。

（略）

第 19条（約款の変更）

この約款は、法令の変更または監督

官庁の指示、その他必要が生じたと

きに、民法 548 条の 4 の規定に基づ

き改定されることがあります。改定

を行う旨および改定後の規定の内容

ならびにその効力発生時期は、効力

発生時期が到来するまでに当行ホー

第 1 条（約款の趣旨）～第 13条（贈

与・相続または遺贈による特定口座

への受け入れ方法）

（略）

第 14条（特定口座年間取引報告書

の送付）

(１)当行は、法の定めるところによ

り特定口座年間取引報告書を作成

し、翌年１月３１日までにお客さま

に交付します。また、第１６条によ

り特定口座が廃止された場合には、

特定口座を廃止した日の属する月

の翌月末日までに特定口座年間取

引報告書をお客さまに交付します。

(２)当行は特定口座年間取引報告

書２通を作成し、１通はお客さまへ

交付し、１通は所轄の税務署に提出

します。

（略）

第 19条（約款の変更）

この約款は、法令の変更または監督

官庁の指示、その他必要が生じたと

きに、民法 548 条の 4 の規定に基づ

き改定されることがあります。改定

を行う旨および改定後の規定の内

容ならびにその効力発生時期は、効

力発生時期が到来するまでに店頭

（追加）

（略）

（変更）



ムページへの掲載による公表または

その他相当の方法により周知しま

す。なお、この約款の最新版は当行

ホームページに掲示されますので、

必要に応じて確認してください。ま

た、この約款は店頭およびテレホン

バンクにて請求することができま

す。

（略）

表示、当行ホームページへの掲示ま

たはその他相当の方法により周知

します。

（略）
（略）

非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款

新 旧 備考

第 1 条（約款の趣旨）～第 17条（合

意管轄）

（略）

第 18条（約款の変更）

この約款は、法令の変更または監督

官庁の指示、その他必要が生じたと

きに、民法 548 条の 4 の規定に基づ

き改定されることがあります。改定

を行う旨および改定後の規定の内容

ならびにその効力発生時期は、効力

発生時期が到来するまでに当行ホー

ムページへの掲載による公表または

その他相当の方法により周知しま

す。なお、この約款の最新版は当行

ホームページに掲示されますので、

必要に応じて確認してください。ま

た、この約款は店頭およびテレホン

バンクにて請求することができま

す。

第 1 条（約款の趣旨）～第 17条（合

意管轄）

（略）

第 18条（約款の変更）

この約款は、法令の変更または監督

官庁の指示、その他必要が生じたと

きに、民法 548 条の 4 の規定に基づ

き改定されることがあります。改定

を行う旨および改定後の規定の内

容ならびにその効力発生時期は、効

力発生時期が到来するまでに店頭

表示、当行ホームページへの掲示ま

たはその他相当の方法により周知

します。

（変更）

（変更）

未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款

新 旧 備考

第 1 条（約款の趣旨）～第 25条（非

課税口座のみなし開設）

（略）

第 26条（本契約の解除）

次の各号に該当したときは、それぞれ

次の各号に掲げる日に本契約は解除さ

れます。

①お客さままたは法定代理人から租税

特別措置法第３７条の１４の２第２０

項に定める「未成年者口座廃止届出書」

の提出があった場合は、当該提出日

②租税特別措置法第３７条の１４の２

第 1 条（約款の趣旨）～第 25条（非

課税口座のみなし開設）

（略）

第 26条（本契約の解除）

次の各号に該当したときは、それぞれ

次の各号に掲げる日に本契約は解除

されます。

①お客さままたは法定代理人から租

税特別措置法第３７条の１４の２第

２０項に定める「未成年者口座廃止届

出書」の提出があった場合は、当該提

出日



第５項第２号トに規定する未成年者口

座等廃止事由または同項第６号ホに規

定する課税未成年者口座等廃止事由が

生じた場合は、租税特別措置法第３７

条の１４の２第２０項の規定によりお

客さまが「未成年者口座廃止届出書」

を提出したものとみなされた日

③租税特別措置法施行令第２５条の１

３の８第２０項に定める「未成年者出

国届出書」の提出があった場合は、出

国日

④お客さまが出国により居住者または

恒久的施設を有する非居住者に該当し

ないこととなった場合（お客さまが出

国の日の前日までに第１１条の出国移

管依頼書を提出して、基準年の１月１

日前に出国した場合を除きます。）は、

租税特別措置法施行令第２５条の１３

の８第２０項に規定する「未成年者口

座廃止届出書」の提出があったものと

みなされた日（出国日）

⑤お客さまが出国の日の前日までに第

１１条の出国移管依頼書を提出して出

国したが、その年の１月１日において

お客さまが２０歳である年の前年１２

月３１日までに「未成年者口座を開設

している者の帰国に係る届出書」を提

出しなかった場合は、その年の１月１

日においてお客さまが２０歳である年

の１月１日

⑥お客さまの相続人・受遺者による相

続･遺贈（贈与をした者の死亡により効

力を生ずる贈与を含みます｡）の手続き

が完了し、租税特別措置法施行令第２

５条の １３の８第２０項に定める「未

成年者口座開設者死亡届出書」の提出

があった場合は、本契約により未成年

者口座を開設されたお客さまが死亡し

た日

（略）

第 29条（約款の変更）

この約款は、法令の変更または監督官

庁の指示、その他必要が生じたときに、

民法 548 条の 4 の規定に基づき改定さ

れることがあります。改定を行う旨お

よび改定後の規定の内容ならびにその

効力発生時期は、効力発生時期が到来

するまでに当行ホームページへの掲載

②租税特別措置法第３７条の１４の

２第５項第２号トに規定する未成年

者口座等廃止事由または同項第６号

ホに規定する課税未成年者口座等廃

止事由が生じた場合は、租税特別措置

法第３７条の１４の２第２０項の規

定によりお客さまが「未成年者口座廃

止届出書」を提出したものとみなされ

た日

③租税特別措置法施行令第２５条の

１３の８第２０項に定める「未成年者

出国届出書」の提出があった場合は、

出国日

④お客さまが出国により居住者また

は恒久的施設を有する非居住者に該

当しないこととなった場合（お客さま

が出国の日の前日までに第１１条の

出国移管依頼書を提出して、基準年の

１月１日前に出国した場合を除きま

す。）は、租税特別措置法施行令第２

５条の１３の８第２０項に規定する

「未成年者口座廃止届出書」の提出が

あったものとみなされた日（出国日）

⑤お客さまの相続人・受遺者による相

続･遺贈（贈与をした者の死亡により

効力を生ずる贈与を含みます｡）の手

続きが完了し、租税特別措置法施行令

第２５条の １３の８第２０項に定め

る「未成年者口座開設者死亡届出書」

の提出があった場合は、本契約により

未成年者口座を開設されたお客さま

が死亡した日

（略）

第 29条（約款の変更）

この約款は、法令の変更または監督官

庁の指示、その他必要が生じたとき

に、民法 548 条の 4 の規定に基づき改

定されることがあります。改定を行う

旨および改定後の規定の内容ならび

にその効力発生時期は、効力発生時期

が到来するまでに店頭表示、当行ホー

（追加）

（追加）

（略）

（変更）



による公表またはその他相当の方法に

より周知します。なお、この約款の最

新版は当行ホームページに掲示されま

すので、必要に応じて確認してくださ

い。また、この約款は店頭およびテレ

ホンバンクにて請求することができま

す。

附則

成年年齢に係る２０１９年税制改正に

伴い、２０２３年１月１日より本文中

の「２０歳」を「１８歳」に、「１９

歳」を「１７歳」に読み替えます。そ

の場合、２０２３年１月１日時点で１

９歳、２０歳である者は同日に１８歳

を迎えたものとみなされます。

（略）

ムページへの掲示またはその他相当

の方法により周知します。

附則

（追加）

（略）

（追加）

（略）

インターネット投資信託サービスに関する書面の電子交付サービス規定

新 旧 備考

第 1 条（適用範囲）

（略）

第 2 条（電子交付書面の内容等）

(１)本サービスで取り扱う電子交付

書面は、次の各号に定める書面をい

います。

①契約締結前交付書面

②取引報告書

③取引残高報告書

④分配金償還金・再投資報告書

⑤特定口座源泉徴収（還付）明細書

⑥運用報告書

⑦特定口座年間取引報告書

⑧上場株式配当等の支払通知書

⑨その他当行が電子交付書面として

当行ホームページ上に掲げる書面

(２)本サービスにおける電子交付書

面の交付方法等は、次の各号に定め

るとおりとします。

第 1 条（適用範囲）

（略）

第 2 条（電子交付書面の内容等）

(１)本サービスで取り扱う電子交

付書面は、次の各号に定める書面を

いいます。

①契約締結前交付書面

②取引報告書

③取引残高報告書

④分配金償還金・再投資報告書

⑤特定口座源泉徴収（還付）明細書

⑥運用報告書

⑦その他当行が電子交付書面とし

て当行ホームページ上に掲げる書

面

(２)本サービスにおける電子交付

書面の交付方法等は、次の各号に定

（追加）



①本サービスにおける電子交付書面

は、当行ホームページよりお客さま

の端末にダウンロードする方法によ

り交付するものとします。

②お客さまは、当行が定める所定の

手続きにより、サービスサイト上に

おいて電子交付書面の記載事項の閲

覧および交付履歴を確認することが

できます。

③契約締結前交付書面およびその他

当行が電子交付書面として当行ホー

ムページ上に掲げる書面以外の書面

（本条第１項２号から９号の書面）

は、サービスサイト上において電子

交付され、お客さまが閲覧可能とな

る日より５年間閲覧することができ

ます。

（略）

第 10条（本規定の改定）

この規定は、法令の変更または監督

官庁の指示、その他必要が生じたと

きに、民法第 548 条の 4の規定に基

づき改定されることがあります。改

定を行う旨および改定後の規定の内

容ならびにその効力発生時期は、効

力発生時期が到来するまでに当行ホ

ームページへの掲載による公表また

はその他相当の方法により周知しま

す。なお、この約款の最新版は当行

ホームページに掲示されますので、

必要に応じて確認してください。ま

た、この約款は店頭およびテレホン

バンクにて請求することができま

す。

（略）

めるとおりとします。

①本サービスにおける電子交付書

面は、当行ホームページよりお客さ

まの端末にダウンロードする方法

により交付するものとします。

②お客さまは、当行が定める所定の

手続きにより、サービスサイト上に

おいて電子交付書面の記載事項の

閲覧および交付履歴を確認するこ

とができます。

③契約締結前交付書面およびその

他当行が電子交付書面として当行

ホームページ上に掲げる書面以外

の書面（本条第１項２号から６号の

書面）は、サービスサイト上におい

て電子交付され、お客さまが閲覧可

能となる日より５年間閲覧するこ

とができます。

（略）

第 10条（本規定の改定）

この規定は、法令の変更または監督

官庁の指示、その他必要が生じたと

きに、民法第 548 条の 4 の規定に基

づき改定されることがあります。改

定を行う旨および改定後の規定の

内容ならびにその効力発生時期は、

効力発生時期が到来するまでに店

頭表示、当行ホームページへの掲示

またはその他相当の方法により周

知します。

（略）

（略）

（変更）

（略）

NISA 制度（NISA およびつみたて NISA）のご注意事項

新 旧 備考

①～⑨

（略）

⑩次の条項に該当したときは、それ

①～⑨

（略）

⑩追加

（略）



ぞれに掲げる日に非課税口座契約は

終了します。

・お客さまから「非課税口座廃止届

出書」の提出があった場合は当該提

出日

・「非課税口座出国届出書」の提出が

あった場合は当該提出日

・お客さまが出国により居住者また

は国内に恒久施設を有する非居住者

に該当しないこととなった場合は、

「非課税口座廃止届出書」の提出が

あったものとみなされた日（出国日）

・お客さまの相続人・受遺者による

相続・遺贈の手続きが完了し、「非課

税口座開設者死亡届出書」の提出が

あった場合は、当該非課税口座開設

者が死亡した日

（略） （略）

（追加）

（略）

インターネット投資信託サービスに関するご注意事項

新 旧 備考

①～⑥

（略）

⑦お客さまが出国により、居住者ま

たは国内に恒久的施設を有する非居

住者に該当しないこととなった場合

は、IB 投信サービスにおける買付、

売却、積立はできません。照会のみ

のお取り扱いとさせていただきま

す。

①～⑥

（略）

⑦（追加） （追加）

■東京スターダイレクト取引規定

第 8 条 投資信託取引

新 旧 備考

（略）

2． 本サービスによる投資信託取引
は、事前に当行所定の方法によりお
申し込みが必要になります。
なお、当該お申し込み受け付け後は、

（略）

2．本サービスによる投資信託取引
は、事前に当行所定の方法によりお
申し込みが必要になります。
なお、当該お申し込み受け付け後は、



投資信託にかかる以下の報告書（本
サービスによる投資信託取引を利用
されるお客さまにのみ交付（電子交
付）される書面も含まれます。）につ
いては、全て電子交付になります。

当該電子交付を取りやめる場合に
は、本サービスによる投資信託取引
の解約を行ってください。
・取引報告書
・取引残高報告書
・分配金償還金・再投資報告書
・特定口座源泉徴収（還付）明細書
・運用報告書
・特定口座年間取引報告書
・上場株式配当等の支払通知書

（略）

投資信託にかかる以下の報告書（本
サービスによる投資信託取引を利用
されるお客さまにのみ交付（電子交
付）される書面も含まれます。）につ
いては、全て電子交付になります。

当該電子交付を取りやめる場合に
は、本サービスによる投資信託取引
の解約を行ってください。
・取引報告書
・取引残高報告書
・分配金償還金・再投資報告書
・特定口座源泉徴収（還付）明細書
・運用報告書

（略）

（追加）

（略）

以上


